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第４章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

（景観法第８条第２項第３号） 
 

１．届出対象行為 

良好な景観形成の方針の実現に向け、景観法に基づく届出対象行為は、これまでの景観形成

の取り組み及び周囲の景観に与える影響等を考慮し、地域・地区ごとに以下のとおりとします。 

 

（１）景観計画区域 

届出対象行為 規模 

建築物の新築、増築、改築、移転、

大規模の修繕・模様替、 

外観の過半にわたる色彩の変更 

以下のいずれかに該当するもの 

○高さが 20ｍを超えるもの 

○延べ床面積が 5,000 ㎡を超えるもの 

工作物の新設等 以下のいずれかに該当するもの 

○高さが 20ｍを超えるもの 

○築造面積が 5,000 ㎡を超えるもの 

土地の形質の変更 ○当該変更に係る部分の土地の面積の合計が

5,000 ㎡を超えるもの 

 

 

（２）関門景観形成地域 

届出対象行為 規模 

建築物の新築、増築、改築、移転、

大規模の修繕・模様替、 

外観の過半にわたる色彩の変更 

以下のいずれかに該当するもの 

○高さが 10ｍ以上のもの 

○延べ床面積が 1,000 ㎡以上のもの 

工作物の新設等 以下のいずれかに該当するもの 

○高さが 10ｍ以上のもの 

○築造面積が 1,000 ㎡以上のもの 

○建築物の上に設置する場合、その高さの合計が

10ｍ以上のもの 

土地又は水面 ○面積が 1,000 ㎡以上のもの 土地の形質の

変更又は水面

の埋立て若し

くは干拓 

のり面、擁壁 ○高さが 3ｍ以上かつ延長 10ｍ以上のもの 

その他、関門景観の形成に重大な影響を与えるおそれがあると市長が認めるもの 
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２．景観形成基準（良好な景観の形成のための行為の制限） 

地域の景観特性をふまえ、良好な景観形成の実現に向け、守るべき景観形成基準は、以下の

とおりとします。なお、個々の建築・開発等の行為を行うにあたっては、「良好な景観の形成に

かかる方針」における「ゾーン別・エリア別の方針」の内容にそったものとなるよう配慮する

ことを前提とします。 

 

（１）景観計画区域 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成にかかる各ゾーン別の方針にそった景観形成

に配慮したものとする。 

配置 □前面道路や隣接地の状況を十分に認識し、建築物等の適切な配置

に努める。 

高さ □地域の建築物等の高さや輪郭に配慮し、景観の連続性を損なわな

いように努める。 

意匠 □通りの魅力を高め、表情豊かな外観を創り出すと共に、地域のま

とまりや個性に配慮したデザインに努める。 

□外壁等の素材や色彩は、地域の景観特性に与える影響を認識し、

周辺の環境と調和するように努める。 

外構 □駐車場を建物と一体の施設として捉え、形態や配置を工夫する。 

□さく・塀・門・舗装等においては、周辺の景観に調和するよう形

態・素材・高さ・色彩等に配慮する。 

敷地内緑化 □既存樹木の保全に努めると共に、敷地内の緑化に努める。 

建築物 

工作物 

その他 □看板やサイン等の広告物を設置する際には、周辺の景観と調和す

るよう規模、材質、デザインや色彩に配慮する。 

□建築物等に付帯する設備は、建物と一体の施設として捉え、形態

や配置を工夫する。 

□夜間において一定の期間継続して建築物その他の工作物の外観

について行う照明では、地域の景観特性に応じて景観形成を工夫

するとともに、周辺への影響に配慮する。 

土地の形質の変更 □既存の地形や自然環境に十分配慮し、景観上支障となる長大なの

り面や高い擁壁が生じないよう努める。 

□のり面が生じる場合には、周辺の植生と調和した緑化や修景に努

める。 
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（２）関門景観形成地域※ 

※地区番号は P18「関門景観形成地域」参照 

①火の山地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・ゲートゾ

ーン」における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □建築物等は、周辺の緑を損なわないように配置する。 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、背景の山並みから突出しな

い高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の緑に融け込む形態とする。 

色彩 □建築物等は、豊かな緑と融合する穏やかな色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR、Y 全域 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ３以上９以下 １以下 

基調色 

N（無彩色） ３以上９以下 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

緑化及び

外構等 

□既存樹林の緑を保全する。やむをえない場合は、樹林内の樹種を使って

可能な限り緑化する。 

夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

建
築
物
・
工
作
物 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更はできるだけ行わない。やむをえない場合は、修景や緑化を

行い周辺環境と馴染むようにする。 
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②前田（火の山山裾）・壇之浦地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・ゲートゾ

ーン」における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □建築物等は、周辺の緑に調和するように配慮する。 

□水際に面する建築物等は、できる限り水際から後退し、海沿いの開放性

や親水性を高めるように努める。（港湾管理上、立入りが禁止されてい

る区域は除く。） 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

□水際部にある建築物等は、できる限り後背地から海峡への眺望が確保さ

れるように努める。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、背景の山並みや周辺のまち

なみから突出しない高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の建築物等や自然、歴史環境に調和するような形態と

なるように努める。 

色彩 □建築物等は、山裾の緑とそれに融け込む住宅地にふさわしい、暖かみの

ある落ち着いた色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR、Y 全域 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ３以上 １以下 

基調色 

N（無彩色） ３以上 ―  

建築設備

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

建
築
物
・
工
作
物 

緑化及び

外構等 

□できる限り既存木を残し、周辺の緑と調和した樹種により緑化に努め

る。 

□駐車場やその他の付帯施設は、船舶や対岸からの見え方に配慮した配置

や緑化等に努める。 

□擁壁等は、緑化等により周辺との調和に配慮した工夫をする。 
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夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 

 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更の際は、船舶や対岸からの見え方や周辺の地形との調和に配

慮する。また、大きなのり面や擁壁を生じないように工夫をする。 

□擁壁等は、自然に調和した素材や形態となるように努める。 

□海を埋め立てる場合は、水際線を乱さないように配慮する。 
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③唐戸地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・核ゾーン」

における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □水際に面する建築物等は、できる限り水際から後退し、海沿いの開放性

や親水性を高めるように努める。（港湾管理上、立入りが禁止されてい

る区域は除く。） 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

□水際部にある建築物等は、できる限り後背地から海峡への眺望が確保さ

れるように努める。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺のまちなみから突出し

ない高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の建築物等や自然、歴史環境に調和するような形態と

なるように努める。 

色彩 □建築物等は、海峡のロマンを感じさせるまちなみにふさわしく、地域に

蓄積された個性ある色を生かした色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR 全域 ６以下 

Y 全域 ４以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ３以上９以下 １以下 

基調色 

N（無彩色） ３以上９以下 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

建
築
物
・
工
作
物 

緑化及び

外構等 

□既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、緑化に努

める。 

□駐車場やその他の付帯施設は、船舶や対岸からの見え方に配慮した配置

や緑化等に努める。 

□擁壁等は、緑化等により周辺との調和に配慮した工夫をする。 
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夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 

 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更の際は、船舶や対岸からの見え方や周辺の地形との調和に配

慮する。また、大きなのり面や擁壁を生じないように工夫をする。 

□擁壁等は、自然に調和した素材や形態となるように努める。 

□海を埋め立てる場合は、水際線を乱さないように配慮する。 

 



32 

④市街地丘陵地地区、⑧彦島丘陵地地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・まちなみ

ゾーン」における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □建築物等は、周辺の緑に調和するように配置する。 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺のまちなみから突出し

ない高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の建築物等や自然、歴史環境に調和するような形態と

なるように努める。 

色彩 □建築物等は、山裾と調和した心地よい住宅地にふさわしく、暖かみのあ

る落ち着いた色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR、Y 全域 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ３以上 １以下 

基調色 

N（無彩色） ３以上 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

緑化及び

外構等 

□できる限り既存木を残し周辺の緑と調和した樹種により緑化に努める。 

□駐車場やその他の付帯施設は、船舶や対岸からの見え方に配慮した配置

や緑化等に努める。 

□擁壁等は、緑化等により周辺との調和に配慮した工夫をする。 

建
築
物
・
工
作
物 

夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 
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 公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更の際は、船舶や対岸からの見え方や周辺の地形との調和に配

慮する。また、大きなのり面や擁壁を生じないように工夫をする。 

□擁壁等は、自然に調和した素材や形態となるように努める。 
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⑤下関都心地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・核ゾーン」

における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □水際に面する建築物等は、できる限り水際から後退し、海沿いの開放性

や親水性を高めるように努める。（港湾管理上、立入りが禁止されてい

る区域は除く。） 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

□水際部にある建築物等は、できる限り後背地から海峡への眺望が確保さ

れるように努める。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺のまちなみから突出し

ない高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の建築物等や自然、歴史環境に調和するような形態と

なるように努める。 

色彩 □建築物等は、商業・業務施設が集積する新しい中心市街地にふさわしい、

品格と秩序を感じさせる色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

５以上６未満の場合 ３以下 
R、YR、Y 

６以上の場合 ６以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ６以上 １以下 

基調色 

N（無彩色） ６以上 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

建
築
物
・
工
作
物 

緑化及び

外構等 

□既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、緑化に努

める。 

□駐車場やその他の付帯施設は、船舶や対岸からの見え方に配慮した配置

や緑化等に努める。 

□擁壁等は、緑化等により周辺との調和に配慮した工夫をする。 
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夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 

 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更の際は、船舶や対岸からの見え方や周辺の地形との調和に配

慮する。また、大きなのり面や擁壁を生じないように工夫をする。 

□擁壁等は、自然に調和した素材や形態となるように努める。 

□海を埋め立てる場合は、水際線を乱さないように配慮する。 
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⑥下関第２突堤地区、⑦彦島沿岸部地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・水際ゾー

ン」における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □水際に面する建築物等は、できる限り水際から後退し、海沿いの開放性

や親水性を高めるように努める。（港湾管理上、立入りが禁止されてい

る区域は除く。） 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

□水際部にある建築物等は、できる限り後背地から海峡への眺望が確保さ

れるように努める。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺のまちなみから突出し

ない高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の建築物等や自然、歴史環境に調和するような形態と

なるように努める。 

色彩 □建築物等は、海辺の産業ゾーンとして、明るく開放的な色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR、Y ５以上 ３以下 

GY ５以上 １以下 

G、BG、B、PB、P、RP ６以上 １以下 

基調色 

N（無彩色） ６以上 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

建
築
物
・
工
作
物 

緑化及び

外構等 

□既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、緑化に努

める。 

□駐車場やその他の付帯施設は、船舶や対岸からの見え方に配慮した配置

や緑化等に努める。 

□擁壁等は、緑化等により周辺との調和に配慮した工夫をする。 
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夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 

 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更の際は、船舶や対岸からの見え方や周辺の地形との調和に配

慮する。また、大きなのり面や擁壁を生じないように工夫をする。 

□擁壁等は、自然に調和した素材や形態となるように努める。 

□海を埋め立てる場合は、水際線を乱さないように配慮する。 

□（⑦彦島沿岸部のみ）自然海岸が残る場所は保全に努める。 

 



38 

⑨彦島田の首地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・ゲートゾ

ーン」における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □水際に面する建築物等は、できる限り水際から後退し、海沿いの開放性

や親水性を高めるように努める。（港湾管理上、立入りが禁止されてい

る区域は除く。） 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

□水際部にある建築物等は、できる限り後背地から海峡への眺望が確保さ

れるように努める。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺のまちなみから突出し

ない高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□海峡から望める建築物等は、海峡からの見え方に配慮した形態となるよ

うに努める。 

□建築物等は、周辺の建築物等や自然、歴史環境に調和するような形態と

なるように努める。 

色彩 □建築物等は、海辺の新たなゲートとして、明るく開放的な色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR、Y ５以上 ３以下 

GY ５以上 １以下 

G、BG、B、PB、P、RP ６以上 １以下 

基調色 

N（無彩色） ６以上 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

建
築
物
・
工
作
物 

緑化及び

外構等 

□既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、緑化に努

める。 

□駐車場やその他の付帯施設は、船舶や対岸からの見え方に配慮した配置

や緑化等に努める。 

□擁壁等は、緑化等により周辺との調和に配慮した工夫をする。 
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夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 

 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更の際は、船舶や対岸からの見え方や周辺の地形との調和に配

慮する。また、大きなのり面や擁壁を生じないように工夫をする。 

□擁壁等は、自然に調和した素材や形態となるように努める。 

□海を埋め立てる場合は、水際線を乱さないように配慮する。 
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⑩巌流島地区 

項目 景観形成基準 

共通 □良好な景観の形成に関する方針のうち、「関門景観形成地域・水際ゾー

ン」における景観形成方針に配慮したものとする。 

配置 □建築物等は、緑や水際等の周辺環境を損なわないように配置する。 

□歴史的建造物等のランドマークとなるものが近くにある場合は、できる

限りそれらへの見通しが確保できるように配慮する。 

高さ □建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、島のシルエットと調和した

高さとする。 

□建築物等は、航路上の船舶や対岸から見て、周辺と連続感やリズム感を

持ったまちなみとする。 

形態 □建築物等の外壁は、圧迫感を与える長大な壁面とならないように配慮す

る。やむをえない場合は、形態や色彩等に変化を持たせることによって、

圧迫感の低減に努める。 

□建築物等は、周辺の緑や水際等の周辺環境に融け込む形態とする。 

色彩 □建築物等は、豊かな緑や水際等と融合する緩やかな色彩とする。 

□建築物等の色は、次の表に示すものを用いる。 

 色相 明度 彩度 

R、YR、Y ５以下 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ５以下 １以下 

屋根 

N（無彩色） ６以下 ― 

R、YR、Y 全域 ３以下 

GY、G、BG、B、PB、P、RP ３以上９以下 １以下 

基調色 

N（無彩色） ３以上９以下 ―  

建築設備 

等 

□屋上又は外壁に付帯する諸設備は、見苦しくならないよう建築物との一

体感や周辺の景観との調和に十分配慮する。 

□屋上は、眺望点からの見え方（俯瞰）にも配慮する。 

緑化及び

外構等 

□既存樹木の保全及び修復に努める。 

夜間照明 □周辺の景観及び建築物等との調和に配慮した魅力ある夜景づくりに寄

与できるようなライトアップ等に努める。（夜間照明は、航路障害とな

らないものとする。） 

□海のエッジを浮かび上がらせ美しい夜間景観を演出するため、水際はで

きる限り連続的に照明を設置するように努める。（夜間照明は、航路障

害とならないものとする。） 

建
築
物
・
工
作
物 

公共施設 □土木、建築、その他の公共及びそれに準ずる施設は、本計画によるとと

もに関門景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

土地の形質等 □形質の変更はできるだけ行わない。やむをえない場合は、修景や緑化を

行い周辺環境と馴染むようにする。 

□自然海岸が残る場所は保全に努める。 

 


